
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対物レンズ を有するズーム部と、
　前記ズーム部と相互に連結可能な 準焦部と、
　光源と連結され、前記光源からの光を前記対物レンズと対向する標本に導くファイバー
と、
　 前記ファ
イバーが挿通可能な開口部とを備え

ことを特徴とする顕微鏡。
【請求項２】
　前記開口 前記ファイバーを固定または保持するファイバー保持部材が設け
られていることを特徴とする請求項１記載の顕微鏡。
【請求項３】
　前記ファイバーは、前記対物レンズの外側から前記標本に向けて導光することを特徴と
する請求項１記載の顕微鏡。
【請求項４】
　

【請求項５】
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とズーム本体と
準焦移動部を有する

前記ズーム本体の前記準焦移動部側の端部、または前記準焦移動部の端部に、
、

　前記ズーム本体と前記準焦移動部との連結状態で、前記ファイバーを固定または保持す
る

部は、さらに

前記開口部は、前記ファイバーを前記準焦移動部の移動方向に沿って挿入可能な開口で
あることを特徴とする請求項１乃至３記載の顕微鏡。



　前記開口部は、前記ファイバー
ことを特徴とする請求項１乃至 記載の顕微鏡。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光源からの光を導くファイバーを有した顕微鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
実体顕微鏡等の顕微鏡では、実開平２－１４０５１５号公報に記載されるように、ズーム
部と準焦部とを分離可能として、操作性を向上させた構造が開発されている。また、顕微
鏡では、ズーム部で観察される標本を照明するため、ファイバー照明機構を組み込む構造
も開発されている。
【０００３】
図１０及び図１１は、ズーム部及び準焦部とを分離可能とすると共に、標本の照明を行う
ファイバー照明機構を備えた従来の顕微鏡を示す。これらの図において、架台１００に立
設された支柱１１０に準焦部１２０が取り付けられている。準焦部１２０は準焦本体部１
２５と、準焦本体部１２５に対して上下動可能に取り付けられた準焦移動部１３０とから
なり、準焦移動部１３０にズーム部１４０が連結されている。ズーム部１４０の上部には
、鏡筒１５０が取り付けられる一方、下部には対物レンズ１６０が取り付けられている。
【０００４】
これらの顕微鏡では、ファイバー照明機構によって標本を照明する構造となっている。フ
ァイバー照明機構は光源１７０と、光源１７０に連結された光源１７０からの光を導くフ
ァイバー１８０とを備えている。
【０００５】
図１０の顕微鏡では、リング照明器１９０が対物レンズ１６０の先端に取り付けられ、こ
のリング照明器１９０にファイバー１８０の先端が連結されて光源１７０からの光をリン
グ照明器１９０に導いている。図１１の顕微鏡では、任意の形状に曲げることができ、且
つその形状を維持できるインターロック式のファイバー１８０が使用されており、このフ
ァイバー１８０が曲げ加工されることによって、その先端がズーム部１４０に近接した標
本に臨んでいる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ファイバー照明機構を用いた照明では、ファイバー１８０が鏡体１５０周
囲の空間に位置し、この位置で移動したり、変位する。このため、ファイバー１８０がズ
ームや準焦等の操作や、検鏡下での標本の保持や標本作業の邪魔となっている。
【０００７】
このため、穴部をズーム部または準焦部に設け、この穴部にファイバーを挿通させて邪魔
とならない構造とすることが考えられるが、ファイバーの両端部が大径となっていたり、
大径の付属部品が設けられている場合には、穴部を挿通させることができない不便さがあ
る。
【０００８】
本発明は、このような従来の問題点を考慮してなされたものであり、ファイバーの両端部
の大きさと関係なく、ファイバーを挿通状態とさせることができ、これによりファイバー
が作業の邪魔となることのない構造の顕微鏡を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１の発明は、対物レンズ を有するズー
ム部と、前記ズーム部と相互に連結可能な 準焦部と、光源と連結され
、前記光源からの光を前記対物レンズと対向する標本に導くファイバーと、

前記ファイバーが挿通可
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を前記準焦移動部の移動方向に対して横断する方向に挿
入可能な開口である ３

とズーム本体と
準焦移動部を有する

前記ズーム本
体の前記準焦移動部側の端部、または前記準焦移動部の端部に、



能な開口部とを備え
ことを特徴とする。

【００１０】
　この構造では、開口部にファイバーを挿通することによってファイバーが観察周囲で移
動したり、変位することを防止することができ、邪魔となることが少ない。
　また、

容易にファイバーを開口部に挿通させることができ
る。さらに ァイバーの両端部が大きい場合や径の大きな付属部品が両端部に取り付け
られていても、ファイバーを開口部に確実に挿通させることができる。

【００１１】
　請求項２の発明は請求項１の発明であって、前記開口 前記ファイバーを固
定または保持するファイバー保持部材が設けられていることを特徴とする。
【００１２】

【００１３】
　請求項４の発明は請求項１ の発明であって、

【００１４】
　請求項５の発明は請求項１乃至 の発明であって、前記開口部は、前記ファイバー

ことを特徴とする
。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（実施の形態１）
図１～図３は、本発明の実施の形態１の顕微鏡を示し、架台２１に支柱２２が立設され、
この支柱２２に準焦部１０が取り付けられ、準焦部１０にズーム部２０が取り付けられて
いる。
【００１６】
準焦部１０は準焦本体部１１と準焦移動部１３とを備えている。準焦本体部１１には、支
柱２２が上下方向に貫通し、この貫通によって上下位置調整が可能となっており、この調
整後にクランプ１２を締め付けることによって準焦部１０が定位置に固定される。
【００１７】
準焦移動部１３は、コロガイド、ボールガイド、スライドアリなどのガイド１４を介して
準焦本体部１１に取り付けられることによって準焦本体部１１に対して上下動可能となっ
ている。この移動は準焦ハンドル１５を回転させることにより（ラックとピニオン等の方
法で）操作できる。これにより後述する対物レンズ５１と架台２１上の標本との距離を調
整して対物レンズ５１のピントを合わせることができる。
【００１８】
ズーム部２０はズーム光学系を内蔵するズーム本体３１と、ズーム本体３１の上部に丸ア
リ（図示省略）を介して取り付けられた鏡筒４１と、ズーム本体３１の下部にねじによっ
て取り付けられた対物レンズ５１とを有している。なお、この実施の形態では、対物レン
ズ５１の下端にリング照明器６１が取り付けられるものである。
【００１９】
この実施の形態において、ズーム部２０と準焦部１０とは分離可能に組み付けられる。す
なわち、この組み付けは準焦移動部１３とズーム本体３１とによって行われる。
【００２０】
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、前記ズーム本体と前記準焦移動部との連結状態で、前記ファイバー
を固定または保持する

ズーム部と準焦移動部は相互に連結可能に設けられ、開口部はズーム本体の前記
準焦移動部側の端部、または前記準焦移動部の端部に設けられているので、ズーム部のズ
ーム本体と準焦移動部の分離状態で、

、フ
また、開口部にフ

ァイバーを挿通し、ズーム本体と準焦移動部を連結することで、挿通したファイバーを固
定または保持することができる。

部は、さらに

請求項３の発明は請求項１の発明であって、前記ファイバーは、前記対物レンズの外側か
ら前記標本に向けて導光することを特徴とする。

乃至３ 前記開口部は、前記ファイバーを前
記準焦移動部の移動方向に沿って挿入可能な開口であることを特徴とする。

３ を前
記準焦移動部の移動方向に対して横断する方向に挿入可能な開口である



図３はこの組み付け構造を示し、ズーム本体３１の準焦移動部１３側の端部には、雌アリ
３３が形成されており、準焦移動部１３の端部には、雌アリ３３に嵌合する雄アリ１７が
形成されている。３２は雄アリ１７に当接する固定部材である。この構造では、雄アリ１
７を雌アリ３３の片側に当接した状態で、固定部材３２を雄アリ１７の他側に当接し、ね
じ３５を締め付ける。この締め付けによって雄アリ１７が雌アリ３３及び固定部材３２に
挟持されるため、準焦移動部１３とズーム本体３１とを連結することができる。この状態
に対して、ねじ３５を緩めて固定部材３２を取り外すことによって準焦移動部１３とズー
ム本体３１との連結を解除することができる。
【００２１】
かかる準焦移動部１３における雄アリ１７には、開口部１３ａが上下方向に貫通するよう
に形成されている。この開口部１３ａは、後述するファイバー６３が挿通するためのもの
である。
【００２２】
ファイバー６３は基端部が光源６２に接続されて光源６２からの光が導入される。このフ
ァイバー６３の先端部はリング照明器６１に接続されており、これにより光源６２からの
光によってリング照明器６１が発光して架台２１上の標本（図示省略）を照明することが
できる。
【００２３】
この実施の形態では、準焦部１０とズーム部２０とが分離されている状態で、開口部１３
ａにファイバー６３を挿入する。そして、このファイバー６３の挿入状態で上述した手順
により準焦部１０とズーム部２０とを組み付ける。この組み付けによってファイバー６３
が開口部１３ａを挿通した状態となって、鏡筒４１の後側に配索される。
【００２４】
従って、ファイバー６３が観察の際に、観察周囲で移動したり、変位することがなく、観
察の邪魔となることがない。このため、ファイバー６３を固定するための外部の部材を用
いることなく、簡単な構造でファイバー６２を安定させるができる。また、ファイバー６
３はズーム部２０と準焦部１０との分離状態で開口部１３ａに挿通されるため、ファイバ
ー６３の両端部が大きい場合や径の大きな付属部品が両端部に取り付けられていても、さ
らには先端が二股状に分岐していても開口部１３ａに確実に挿通させることができる。
【００２５】
図４は、この実施の形態の変形形態を示し、ズーム本体３１の端部に開口部３４が形成さ
れ、上述と同様な操作によってファイバー６３を開口部３４に挿通させることができる。
【００２６】
（実施の形態２）図５及び図６は、本発明の実施の形態２を示し、上述した実施の形態と
同一の部材は同一の符号を付して対応させてある。この実施の形態では、準焦移動部１３
に設けられた開口部１３ａに、ゴム等の弾性を有した材質からなるファイバー保持部材７
１が取り付けられている。ファイバー保持部材７１は当初は所定の厚さを有しているが、
開口部１３ａにファイバー６３を挿通することによって押し潰され、これにより定形状を
維持するようにファイバー を固定する。
【００２７】
この実施の形態では、ファイバー６３を開口部１３ａに通した後、準焦移動部１３とズー
ム本体３１に結合させると、ファイバー保持部材７１とズーム本体３１に挟み込まれファ
イバー６３が保持される。保持されたファイバー６３の先端部は、架台２１上の標本に臨
んでおり、先端部から出射した光束によって標本を照明することができる。
【００２８】
このような実施の形態では、最小限の部品（ファイバー保持部材７１）の追加だけでファ
イバー６３を確実に保持できる。また、ピント合わせに連れて上下動する位置でファイバ
ー６３が保持されるため、常に同じピント位置を照明することができる。さらに、かかる
位置でファイバー６３を保持することにより、図１と同様にリング照明器６１を使用して
も、リング照明器６１の取付部に作用する負荷を軽減することができる。なお、ファイバ

10

20

30

40

50

(4) JP 3865889 B2 2007.1.10
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ー保持部材７１としては、ファイバー６３を挿通した時に、変形してファイバー６３を保
持できれば良く、板バネ等でも構わない。
【００２９】
（実施の形態３）
図７は、実施の形態３を示す。この実施の形態では、準焦移動部１３の移動方向に直交す
る方向に開口部１３ｂが形成されており、他の構造は実施の形態１と同様である。この構
造では、ファイバー６３は開口部１３ｂを通って、鏡体の側方へ配置される。
【００３０】
この実施の形態においても、ファイバー６３を邪魔にならない位置に配置することができ
る。また、ズーム本体３１や準焦移動部１３に内蔵される内蔵部品との関係から、準焦移
動部１３の移動方向と平行な開口部１３ａを設けることができない場合でも開口部１３ｂ
を形成することができる。さらに、机上の都合により右側に照明光源を置くことができな
いが、右側より照明したい場合、あるいはその逆の場合に便利となるる。
【００３１】
（実施の形態４）
図８及び図９は実施の形態４を示す。この実施の形態では、ズーム本体３１を連結する準
焦移動部１３の連結部１９がリング状に形成されている。リング状の連結部１９には、開
口部１３ａが形成されており、この開口部１３ａにファイバー６３が挿通される。また、
連結部１９における開口部１３ａと反対側には、切り欠かれることによって、スリット１
３ｃが形成されている。ズーム本体３１の取り付け前において、スリット１３ｃにファイ
バー６３を通過させることによって、ファイバー６３が連結部１９を横断する方向から連
結部１９を通過し、開口部１３ａに挿通される。
【００３２】
このような実施の形態では、ズーム本体３１を準焦移動部１３に取り付ける前にファイバ
ー６３を開口部１３ａに挿通しておくことにより、両端が開口部より大きな形状をしてい
ても、ファイバー６３を検鏡の邪魔にならない鏡体の後方へ配置することができる。
【００３３】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１の発明によれば、ズーム部と準焦部との連結部位に形成し
た開口部にファイバーを挿通することによってファイバーが観察周囲で移動したり、変位
することを防止することができ、邪魔となることがない。また、ファイバーの両端部が大
きい場合や径の大きな付属部品が両端部に取り付けられていても、ファイバーを開口部に
確実に挿通させることができる。
【００３４】
請求項２の発明によれば、ファイバー保持部材がファイバーを保持するため、ファイバー
を定位置に固定することができ、ファイバーが不用意に変位することを確実に防止できる
。
【００３５】
請求項３の発明によれば、ファイバーが横断方向からスリットを通過して開口部に挿入さ
れるため、ファイバーの両端部が大きい場合にも、これと関係なく開口部に挿通させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の全体斜視図である。
【図２】実施の形態１の平面図である。
【図３】実施の形態１の連結部位の部分断面図である。
【図４】実施の形態の変形形態の平面図である。
【図５】実施の形態２の全体斜視図である。
【図６】実施の形態２の平面図である。
【図７】実施の形態３の全体斜視図である。
【図８】実施の形態４の全体側面図である。
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【図９】実施の形態４の準焦部の斜視図である。
【図１０】従来の顕微鏡の斜視図である。
【図１１】別の従来の顕微鏡の斜視図である。
【符号の説明】
１０　準焦部
１１　準焦本体部
１３　準焦本体部
１３ａ　３４　開口部
２０　ズーム部
３１　ズーム本体
６２　光源
６３　ファイバー
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【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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